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陳 情 文 書 表 （平成２７年９月２日定例会提出） 

 

陳情第２６号 

 外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情 

 

平成２７年８月１７日受理  

 

                          陳情者  ●●●●●●●●●●●●●● 

                               小 坪 慎 也  

 

 

陳情の要旨 

１ 国の制度の瑕疵により、担税力・生活実態にそぐわない形で課税の不公平が生じている。 

２ 厳格に徴税される日本人のみの世帯との格差が大きくワーキングプアの一因となっている。 

３ 厳しい地方財政を窮乏させていくため、国の制度を抜本的に改善することが必要である。 

４ 地方都市が今後も存続していけるよう、若い世代が希望を持てるよう本意見書の採択を求める。 

 

陳情の理由 

 国外に親族を持つ外国人、または外国人を配偶者とする者は、日本の扶養制度と無関係な国外扶養 

親族を日本人のみの世帯に比較し無尽蔵に申請できるため、簡単に非課税世帯となってしまっている。 

これは国の制度の瑕疵であり、地方行政では対策ができない。よって、国に抜本的な制度改正を求め 

ていく必要があるため、意見書の採択を求める。 

 

外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書（案） 

 海外に親族のいる日本で働く外国人や外国人と結婚した日本人の扶養控除の状況について、扶養親 

族が多いために控除額が非常に多額となり、所得税が課税されていない人が多数存在しています。 

 会計検査院の調査によると、外国人と結婚した日本人や、海外に家族を残して日本で働いている外 

国人のうち、扶養控除の額が年間３００万円以上の者の扶養控除の状況として、扶養家族の人数は平 

均で１０．２人に上り、中には２６人が扶養家族になっているケースもありました。扶養家族を年齢 

別で見てみると、稼働年齢層である２３歳から６０歳未満の成人の占める割合が半数に上っていまし 

た。さらに、扶養する家族が多いために扶養控除の額が非常に多額となり結果的に所得税が課税され 

ていない人が、調査対象の６割近くに上っています。 

 その上、重要な問題として、海外にいるために所在確認や所得の把握が難しく、日本国内に家族が 

いる場合と比べて扶養親族として確認が不十分、あるいは実態としては不可能な現状にもかかわらず 

認定がなされているという現状があります。多くの控除を認めた結果、所得税や住民税が生活実態に 

そぐわない形で軽減されるのみならず、課税額を算定基礎とする国民健康保険税や介護保険、保育料 

その他各種有償の行政サービス等へ影響を与えています。同じ仕事をして同額の賃金を受け取ってい 

る労働者であっても、国外扶養親族を多数申請できる者は優遇措置を受けることができ、そうでない 

者との間に大きな可処分所得の差が生じています。担税力を無視した状況を放置することは、国民の 

間に強い不公平感を与えることになりかねません。 
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 国の制度として外国人の扶養控除の問題を放置し、扶養の実態と差異がある状態で所得税や住民税 

を課税されていない人が多数生じている現状を容認することは、地方公共団体の徴税権を侵すものと 

なりかねません。さらに非課税となることで制度上の優遇措置、大幅な減免を受けることができるた 

め、地方公共団体は税収減と支出増という二重の財政負担を強いられています。 

 こうした問題点が多数存在することから、自治体職員に法定受託事務上の過負荷をかけるだけの国 

外扶養親族の証明の厳格化のみならず、国民を対象とした制度の本旨に立ち返り、また税負担の公平 

性を確保する観点から、児童手当こと旧称子ども手当と同様に国外扶養親族の原則廃止など、扶養控 

除制度の抜本的な見直しを求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 


